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                                                        （別添１） 
特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準に基づく指導監督状況（平成２２年度） 

法 人 名 日本税理士会連合会  根拠法令名 税理士法第 49 条の 13 
 
  （平成14年10月29日民間法人化） 

 
１．法人の概

要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業 務 の 概 要 

 
日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務

の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する

事務を行うことを目的とする。 

 

役・職員数 理事長等 理 事 監 事 職 員 

 
常 勤          － 人       － 人        － 人                  ４３ 人 

 
非常勤       １６ 人    １０１ 人      １６ 人                    － 人 

 
２．事業 
 
(1)運営費、

補助金等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

平成22年度 
 
 

(A) 

平成21年度 
 
 

(B) 

21年度比 
又は 

21年度差 
(A/B,A-B) 

補助金等割合の低減化措置の取組の状況 
（取組を行っていない場合、補助金等割 
合が低下していない場合、その理由） 

総収入額 26億円 33 億円 △7億円
 ① 補助事業の段階的廃止 
 
 
 
 ②  自主事業による自己収入の拡大等 
 
 
 
 ③  その他 
 
 

補助金等収入額（①） －億円 －円 

事業による自己収入額（②） 26億円 33 億円 △7億円

①／②×100（％） －％ －％ 

経常的運営費用（③） 16億円 16 億円 △0.5億円

①／③×100（％） －％ －％ 

 
(2),(3) 
 制度的独 

占の事務
・事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度的独占となる事務・事業の有無 （○有・無） 

制度的独占となる事務・事業を行っている場
合、その事務・事業名及び理由 

（事務・事業名） 

① 税理士会及び税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務 

② 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する事務 

（理 由） 

税理士制度が、納税義務の適正な実現に資することを目的とし、税務に関する一

定範囲の業務を税理士業務と定め、これを独占的に業として営むことができる者を

税理士とするものであることにかんがみ、税理士業務を行うにふさわしい者である

と認められるものを一般に公認する行為として税理士の登録制度が設けられてい

る。 

税理士の使命及び職責にかんがみ、日本税理士会連合会が行う、税理士に対する

指導、連絡及び監督を実効あらしめるためには、すべての税理士をその構成員とす

る必要があることから強制入会制度となっている。 

このように、税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務や登録事務は、全

国統一的・一元的に行う必要があることから、当該事務については、日本税理士会

連合会の制度独占としているところである。 

 

制度的独占となる事務・事業を行っている場
合、当該事務・事業が法人の従たる事務・事
業にとどまっている理由 

（理 由） 

制度的独占となる事務・事業を行っている場
合、法人の事務・事業全体が実態上独占とな
らないための所要の是正措置の有無、内容（
行っていない場合はその理由） 

（有・無） 
（内 容） 

制度的独占となる事務・事業を行っている場
合、独占の弊害克服措置の有無、内容（行っ
ていない場合はその理由） 

（○有・無） 

（内 容） 

①  業務、財務等に関して、ホームペ－ジへの掲載等情報公開を平成 13 年度から

実施 

②  公正有効な競争の確保等の観点から、単位会を含め、報酬規定を会則記載事項

から削除（税理士法改正により平成 14 年４月１日から実施） 

③  独占禁止法上問題となるおそれのある会則等による広告規制を単位会を含め

て廃止（平成 14 年度に実施） 
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制度的には独占となっていない事務・事業で
も、実態上独占となっている場合、その内容

（内 容） 
 

制度的には独占となっていない事務・事業で
も、実態上独占となっている場合、独占の弊
害を生まないための是正措置の有無、内容（
行っていない場合はその理由） 

（有・無） 
（内 容） 
 

 
(4)手数料等

の徴収   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手数料等の対価の徴収の有無 ○有  ・ 無 手数料等対価の額、 算定根拠の
インターネットでの公表の有無

○有  ・ 無 

名   称 
（法令等に基づく検定等には※） 対価の額 

算 定 根 拠
（法令等に基づく検定等については決定方法を付記） 

登録手数料 

  

      50,000 円  (決定者 )  
財務大臣（認可権者） 

 (決定方法 )  
 登録手数料の額は、日本税理士会連合会会則に定められており、当該

事項について改訂する場合には、総会において会則変更の議決の上、財

務大臣の認可を受けなければならない（税理士法第 49 条の 14 第２項）。 

対価を徴収する事務・事業の区分
経理の有無 

○有  ・ 無 収支状況のインターネットでの
公表 

○有  ・ 無 

対価を伴う自主事業の有無 ○有  ・ 無 法人における純利益額 
                               

              －円 

 
(5)検査等の

事務事業 
 
 

法令等に基づく検査等の基準の内容 規定方法 

税理士の登録についての要件、手続等については税理士法において規定している。  税理士法第 18～29 条 

 
(6)外注の有
 無 
 
 
 
 
 

本来予定されている事務・事業
の外注 有 ・ ○無  

 
法人の外注金額 
 

                               －円 
 

外注しなければならない理由  

外注先選定に当たり、透明性を
確保する仕組みの有無と内容 

（有・無） 
（内 容） 

 
(7)事務・事

業の公正
性の担保 
措置 

 
 

事務・事業の公正性担保のため
の措置の有無と内容（なければ
その理由） 

（○有 ・無） 
（内 容） 

税理士法に規定された事業等であるため。 

役職員に対し、公正性を担保す
る上で必要と認められる職務規
程等の有無と内容（なければそ
の理由） 
 

（○有 ・無）  
（内   容） 

① 役員については、会則等に関連規定を定めている。 

（会務の執行） 
 第 16 条 会長及び専務理事は、会務の執行に当たっては税理士に関する法令若しくはこの会

則若しくは規則の規定又は総会、理事会若しくは常務理事会の議決に反することができな
い。 

  ２ 会務の執行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
（代表権の制限） 
第 17 条 本会と会長及び副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、本会を

代表する権限を有しない。 
 
（役員の守秘義務） 
第 18 条 役員は、正当な理由がなくて、職務上知り得た税理士会の会員に関する秘密を他に

洩らし、又は窃用してはならない。役員でなくなった後においても、また同様とする。 
 

② 職員については、事務局庶務規程を定めている。 

第８条 職員は、本会の目的を自覚し、諸規則を遵守し、誠実公正に職務に従事しなければな
らない。 

 
３．機関 
 
(1)役員（除 
  監査役員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員選任規程の有無 ○有  ・ 無 左の規程がない場合、その理由  

役員の定数 117 人
上限と下限の幅がある場合はそ
の幅  116～117 人 

役員の選任は公正かつ自主的な
方法によって行われているか 

役員は日本税理士会連合会において選任される。 

役員の任期 ２年
２年以外の任期としている場合、
その年数、理由 

（年数） 
（理由） 

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ ○無  規定の内容  

役職名 氏  名 当初就任年月日 前   職 前 々 職 常勤・非常勤 

会  長 
副 会 長 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

池田 隼啓 
川松 保夫 
宮口 定雄 
山川  巽 
朝倉 文彦 
石井 幸夫 
清水 武信 
石丸修太郎 
深田 一弥 

平成 19 年７月 26 日 
平成 17 年７月 27 日 
平成 20 年５月 22 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 17 年７月 27 日 
平成 21 年 7 月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 

税理士 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

会計事務所 
 会計事務所 

税理士事務所 
税理士事務所 

 税理士事務所 
 税理士事務所 
 株式会社 
 公認会計士事務所 
 税理士事務所 

非常勤 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
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〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

専務理事 
〃 
〃 

小川 令持 
村上 愼一 
國富 橿雄 
大前  香 
田村  襄 
岩本 俊雄 
百田 勝彦 
宮田 義見 
高田 住男 
櫻井芙二雄 

平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

税理士事務所 
 税理士事務所 
 税理士事務所 
 税理士事務所 
 株式会社 

税理士事務所 
 公認会計士事務所 
 税理士事務所 
 学校法人 
 税理士事務所 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

特定企業関係者、所管官庁出身者が１/３超の場合、その
比率及び理由 

同一業界関係者又は事務事業に係る同一業界関係者と所管官庁出身者
の合計が１/２超の場合、その比率と理由 

 日本税理士会連合会は、税理士の自治的団体であることから、役員に
おける同一業界関係者の占める割合が100％となっていたが、平成15年
７月24日から税理士以外の理事として、学界から外部理事１名が就任し
ている。 

役員報酬の
支給基準の
有無 

 
有 ・ ○無  

 
 一般への閲覧提供 
 

有 ・ ○無  
 

インターネットによる
公表 有 ・ ○無  

 

役員報酬の支給基準の内容 役員の退職金の決定方法 

（全員無報酬） （全員無報酬） 

役員会規程
の有無 役員会の成立要件 役員会における議決要件 

○有 ・無  構成員の２分の１以上が出席  出席者の過半数（可否同数のときは議長が決する。） 

 
(2)監査役員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監査役員選任規程の有無 ○有  ・ 無 選任規程がない場合、その理由 

監査役員の選任は公正かつ自主的
な方法によって行われているか 

日本税理士会連合会の会員である税理士会から推薦された税理士15人及び正副会長会に
おいて指名した税理士以外の監事１名を総会で選任している。 
 

関係府省以外の者及び外部の者を登用していない場合、その理由 監査役員が理事を兼ねている場合、その理
 

監査役員の任期 ２年
２年以外の任期としている場合、
その年数、理由 

（年数） 
（理由） 

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ ○無  規定の内容 

役職名 氏 名 当初就任年月日 前  職 前 々 職 常勤・非常勤 

監 事 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
 

外部監事 

山本 惠子 
篠崎 利治 
細矢 正雄 
峰岸 一朗 
木下 雅裕 
檜  森造 
酒井 玄策 
細江 美幸 
岡本 孝三 
伊藤 輝夫 
小川  章 
藤目 暢之 
石井 克樹 
中村 良美 
與儀 正雄 

 
山本 剛嗣 

平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 19 年７月 26 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 21 年７月 23 日 
平成 17 年７月 27 日 

 
平成 21 年７月 23 日 

税理士 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
 

弁護士 

会計事務所 
 税務会計事務所 
 東京国税局 
 公認会計士事務所 
 税理士事務所 
 税務署長 
 仙台国税局 
 会計事務所 
 税理士事務所 
 税務署長 
 有限会社 
 税務署長 
 税理士事務所 
 税理士事務所 
 沖縄国税不服審判所

沖縄事務所所長 
 最高裁判所司法研究
 所 

非常勤 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
 

非常勤 

監査役員報
酬の支給基
準の有無 

有 ・ ○無  一般への閲覧提供 有 ・ ○無  
インターネットによる
公表の有無 有 ・ ○無  

監査役員報酬の支給基準の内容 監査役員の退職金の決定方法 

（全員無報酬） （全員無報酬） 

 
(3)社団的性

格の法人
の総会等 

 
 
 
 
 
 
 

総会等の成立要件の有無と内容 総会等における議決要件の有無と内容 

（○有 ・無） 

（内 容） 
会員である税理士会（各税理士会会長）の２分の１が

出席。 

（○有 ・無） 
（内 容） 

出席した税理士会（各税理士会会長）の議決権の過半数で決する。 
ただし、可否同数のときは議長が決する。 
なお、会則を変更する場合には、出席した税理士会（各税理士会会長）

の議決権の３分の２以上の多数をもって決することとされている。 
（注）議決権－税理士会は、その会の税理士会員の数の議決権を有する。 

法人の構成員が多数又は全国に散在している場合における、構成員の意思反映確保の措置の有無と内容（ない場合は、その理由） 

（○有 ・無） 

（内 容） 
会員である税理士会（税理士会会長）が総会に出席し、議決権を行使している。 
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(4)評議員  
 会等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評議員会等における業務実績評価の実施状況 評議員会等の構成員の公正な選任の有無、内容 

業務運営等を評価する機関として、税理士以外の有識者で組織

する「運営評価委員会」を設置し、平成２２年４月２０日（議題

：委員長の互選、委員会の運営等）、平成２２年６月３０日（議

題：平成２１年度の業務運営等の評価）に開催した。 

（○有 ・無） 
 
（内 容） 

委員は、税理士以外の有識者のうちから常務理事会の議を経て会長が委嘱する５

人以内を持って組織する。また、役員兼任禁止規定がある。 

評議員会等の構成員の役員兼任
の有無 

有 ・ ○無  役員を兼ねている場合、その構成比率 
（兼務の役員数／評議員会等の構成員数×100）

 
評議員会等の構成員が役員を兼
任している場合、その理由 

 
 
 

評議員選任規程の有無 ○有  ・ 無 左の規程がない場合、その理由 

評議員定数 ５人以内
上限と下限の幅がある場合はそ
の幅 

評議員任期 ２年
２年以外の任期としている場合、
その年数、理由 

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ ○無  規定の内容 

特定の企業又は所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が１/２超の場合、その比率と理由 

 
（比率） 
（理由） 
 

評議員会規程 評議員会の成立要件 評議員会における議決要件 

 
○有 ・無 

 

 
構成員の２分の１の出席。 出席者の過半数、同数の場合は委員長が決する。 

 
４．財務及び

会計 
 
(1)会計基準

の適用 
 
(2)余裕金の

運用 
 
(3)長期借入
 金 
 
(4)引当金・

特別法上
の引当金 

 
(5)公認会計

士監査 
 
 

 
企業会計原則の適用の有無 
 

有 ・ ○無  
 

その他法人の特性に応じ適用してい
る一般的かつ標準的な会計基準名 公益法人会計基準 

余裕金（財産）の額及び具体的
な運用方法 

（余裕金の額） － 
（運用方法）  － 

長期借入金の有無 ○有  ・ 無 長期借入金の返済計画の有無 ○有  ・ 無 

長期借入金の確実な返済計画の
内容 

会費収入による返済 

 
引当金・特別法上の引当金等の額 

 

引当金・特別法上の引当金等の明細及び増減状況の公表の有無（公表
していない場合その理由） 

139 百万円 
（有無） 有 
（理由） 

 
収支決算額 
 

 
           26億円
 

収支決算額が50億円以上の法人における公認会計士監査の
実施の有無 

有 ・ ○無  
 

公認会計士監査を実施していな
い場合、その理由 

 

 
５．株式の保

有等 
 
(1)基金拠出

又は出資 
 
(2)事業報告

書への記
載状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益法人、株式会社等への基金拠
出の有無 

有 ・ ○無  
 

公益法人、株式会社等への出資の
有無 

有 ・ ○無  
 

法定の資金供給業務として行う
場合の基金拠出等の有無 有 ・ ○無  

 

財産の管理運用として行う場合の
基金拠出等の有無 有 ・ ○無  

 

事業報告書への
記載内容（未記載
の場合その理由） 

間接出資分を含め法人による出資比 
率・議決権比率が２０％以上のもの 

法人の委託先で、当該法人からの収入 
の割合が２／３以上となっているもの 

名称   

所在地   

資本金   

事業内容   

役員の状況   

従業員数   

持ち株比率   

法人との関係  
 

 
６．情報公開 
 
(1)法人にお

ける業務
及び財務

 
 
 
 

法人における業務及び
財務等に関する資料の
５年間の備え付けの有
無 

同資料の一般の
閲覧の有無 

同資料のインター
ネットによる公表
の有無 

公表していない場合その理由 

定款 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 
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等に関す
る公表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員名簿 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

組合員等名簿 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

事業報告書・附属説明書類 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

損益計算書又は収支計算書 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

貸借対照表 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

法律上作成が義務付けられてい
る財産目録及び決算報告書 

○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

監事の意見書 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

事業計画書 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 

収支予算書 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無 ○有  ・ 無  
 
(2)所管官庁

における
業務及び
財務等に
関する公
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

所管官庁における所管
法人の業務及び財務等
に関する資料の備え付
けの有無 

無い場合、その理
由 

 
閲覧の有無 

 

 
閲覧させていない場合、その理
由 
 

定款 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

役員名簿 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

組合員等名簿 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

事業報告書・附属説明書類 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

損益計算書又は収支計算書 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

貸借対照表 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

法律上作成が義務付けられてい
る財産目録及び決算報告書 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

監事の意見書 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

事業計画書 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

収支予算書 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無  

 
 
 

所管官庁における所管
法人に関する事項のイ
ンターネットによる公
表の有無 

公表していない
場合その理由 

所管法人のホーム
ページへの簡便な
アクセスを可能と
する措置の有無 

無い場合、その理由（一部のみ
実施の場合も含む） 

名称 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

所管する部局（担当局担当課等）
の名称 

○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

主たる事務所の所在地及び電話
番号 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

設立年月日 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

代表者の職名及び氏名 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

主な目的及び事業 ○有  ・ 無  ○有  ・ 無 

 
(3)所管官庁

における
ホームペ
ージ掲載 

最新の業務及び財務等に関する資料 ○有  ・ 無 

制度的又は実態的に独占となっている事務・事業を行って
いる法人について、当該事務・事業の内容及び根拠法令 ○有  ・ 無 

補助金等の交付を受けている法人について、当該補助金等
の名称及び金額、交付対象事業の内容並びに補助金等全体
の金額及び年間収入に対する割合 

有 ・ ○無  

 
(4)退職公務

員等の状
況の公表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員に就いている退職公務員の状況についての公表の有無 ○有  ・ 無 

公表している主な項目 公表していない場合、その理由 

①役職 
②氏名 
③就任年月日 
④経歴（公務員採用時と最終官職） 

 

子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職
公務員及び当該法人の退職者の状況についての公表の有無 有 ・ ○無  

公表している主な項目 公表していない場合、その理由 

 
該当する法人等なし。 
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７．基準の運

用に当た
って所管 
府省に求
められる
措置等 

 
(1)指導監督

の実績等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準に基づく指
導監督の実施の
有無 

○有  ・ 無 
指導監督の実績及びそ
の主な内容 

「３－（４）」平成 21 年７月に設置した「運営評価委員会」に

ついて、当該委員会を開催し、業務実績評価を実施するよう指導 

指導監督の状況
及び指導監督結
果の公表の有無 

○有  ・ 無 

基準７(1)のただ
し書き該当法人
に対する法人の
特性を踏まえた
適切な指導監督
の実施の有無 

有 ・ ○無  

指導監督の実績及びそ
の内容 

基準７(1)のただ
し書き該当法人
に対する法人の
特性を踏まえた
指導監督の状況
及び結果の公表
の有無 

有 ・ ○無  

 
(2)所管法人

の事務事
業の見直
し 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所管官庁による
法人の事務・事業
の見直しの有無 

有 ・ ○無  

無い場合、その理由 日本税理士会連合会の総会の決議については、財務大臣に報告する

こととなっており（税理士法第 49 条の９）、事務・事業については必

要に応じて指導・監督を行っている。 

なお、平成 22 年度において特に見直すべき事務・事業はなかった。 

当該見直し結果
の公表の有無 

有 ・ ○無  無い場合、その理由 特に見直すべき事務・事業がなかったため。 

法令の規定に基
づく検査関連制
度について、事業
者による自己確
認への移行の可
能性についての
検討の有無 

有 ・ ○無  

無い場合、その理由 税理士として能力的担保のない者が税理士業務を行うことによっ

て、国民に不測の損害を与えることを防止するためには、登録事務を

担う日本税理士会連合会が税理士会及び税理士に対する指導、連絡及

び監督に関する事務を行うことが効果・効率的であることから、登録

制度（強制入会制）を維持していく必要がある。 

 
政策評
果を活
用しつ
つ、３
～５年
を目途
に定期
的、全
般的な
見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務・事業自体の必要性 ○有  ・ 無 
法律の改廃を
含めた所要の
措置の実施の
有無 

有 ・ ○無
所要の措置の
結果の公表の
有無 

有 ・ ○無  

事務・事業を当該法人に行
わせることの必要性（特に
事務・事業の一部を外注し
ている場合、その事務・事
業をなぜ当該法人が行わ
なければならないか） 

○有  ・ 無 有 ・ ○無

法人が制度的に独占とな
る事務・事業を行っている
場合、制度的独占の継続の
必要性 

○有  ・ 無 有 ・ ○無

法令の規程に基づく検査
関連制度の場合、手続の簡
素化、事業者による自己確
認への移行の可能性 

○有  ・ 無 有 ・ ○無

 
その他 有 ・ ○無  有 ・ ○無

主務大臣として、指導監督上留意している事項（国会、マスコミ等での指摘事項） 

 
 特になし。 


